
第358回（定例）県議会提出予定議案件名一覧 

 

（予算案件） 

１ 令和４年度兵庫県一般会計補正予算（第１号） 

 

（条例案件） 

１ 職員の子育て支援に関する条例の一部を改正する条例 

２ 兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ

及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

３ 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

４ 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

５ 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正する条例 

６ 水難事故等の防止に関する条例の一部を改正する条例 

 

（その他案件） 

１ 兵庫県立但馬ドーム修繕工事請負契約の締結 

２ 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区宗佐第４高架橋上部工事請負契約の締結 

３ 主要地方道豊岡竹野線城崎大橋橋梁下部工工事請負契約の締結 

 

（諮問案件） 

１ 県営住宅入居許可処分に対する審査請求に関する諮問 

 

 



令和４年５月２６日

兵 庫 県

令和4年度6月補正予算(緊急対策)案
～コロナ禍における原油価格・物価高騰への対応と感染拡大防止の徹底～

作成年月日 令和 ４年 ５月２６日

作成部局名 財務部 財政課

解禁 ①ラジオ・テレビ・インターネット：5月26日(木)14:40（知事会見開始後）
②新聞：5月27日（金）朝刊 【取扱注意】今後変動可能性あり



兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 全体像

コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する事業者や生活者への支援を緊急的に実施す

るとともに、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底する必要があることから、

令和４年度６月補正予算(緊急対策)を編成

Ⅰ 原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動の支援 117 億円
原油・原材料価格高騰による影響を緩和するため、中小規模の事業者等に対する事業継続への

支援強化や原材料等調達コストの安定化を図るとともに、省エネ化・新事業展開等を支援

Ⅱ 県民生活の安定化に向けた支援 8億円
物価高騰等に直面する生活困窮者・子育て世帯・ヤングケアラー・大学生等への支援を強化

Ⅲ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進 17 億円

第6波の経験を踏まえた第7波への備えとして、自宅療養者への支援の拡充や４回目接種に向

けたワクチン接種体制等を整備

一般会計 142億円（国庫 140億円、特定 2億円、一般 0.1億円）
補正予算規模
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施策体系別事業一覧（１／２）
(単位：百万円)

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積上と合計が一致しない場合がある(次項以降も同様) 3

地方創生 包括支援 その他

臨時交付金 交付金 補助金

11,723 11,690 0 33 0 0 0

11,269 11,269 0 0 0 0 0

① (新)原油価格・物価高騰対策一時支援金の支給 9,632 9,632 0 0 0 0 0

  ② 原油価格高騰関連中小企業者等への資金繰り支援

  ③ 中小企業への運転資金支援（制度融資貸付金）

  ④ (新)燃油価格高騰に対する公共交通等事業者への支援 350 350 0 0 0 0 0

  ⑤ 地域公共交通新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応型運行への支援 105 105 0 0 0 0 0

  ⑥ (新)生活衛生事業者に対する一時支援金の支給 100 100 0 0 0 0 0

  ⑦ (新)生活衛生事業者に対する相談支援 3 3 0 0 0 0 0

  (参考)ふるさと応援！ひょうごを旅しよう
     ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ＋(ﾌﾟﾗｽ)の期間延長・対象拡大

  ⑨ (新)燃油価格高騰に対する施設園芸生産者の支援 15 15 0 0 0 0 0

  ⑩ (新)飼料価格高騰に対する畜産業者の支援 801 801 0 0 0 0 0

  ⑪ 県産木材価格高騰の影響を受ける工務店への支援 69 69 0 0 0 0 0

  ⑫ (新)木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電用燃料用材の安定調達の支援 103 103 0 0 0 0 0

  ⑬ (新)原油・資材価格高騰に対する漁業者の支援 75 75 0 0 0 0 0

⑭ (新)農業経営者の収入保険制度への加入促進 16 16 0 0 0 0 0

454 421 0 33 0 0 0

① 中小企業等における新事業展開の支援 106 106 0 0 0 0 0

  ② (新)中小企業のサイバーセキュリティ対策の支援 5 5 0 0 0 0 0

  ③ 県産小麦産地の生産性向上の支援 33 0 0 33 0 0 0

  ④ 省エネ型農業転換支援事業 267 267 0 0 0 0 0

  ⑤ 県産農産物拡大応援事業の実施 38 38 0 0 0 0 0

  ⑥ 地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業の実施 5 5 0 0 0 0 0

起債 一般事  業  名 金 額

国   庫

特定

Ⅰ 原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動の支援

1 企業等の事業継続支援

2 省エネ化・新事業展開への支援

⑧

既 定 融 資 枠 対 応

明許繰越予算を活用して対応



施策体系別事業一覧（２／２）

(単位：百万円)
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地方創生 包括支援 その他

臨時交付金 交付金 補助金

799 70 0 627 100 0 2

① 354 0 0 354 0 0 0

② 31 0 0 31 0 0 0

③ 6 0 0 4 0 0 2

④ 158 0 0 158 0 0 0

⑤ 20 0 0 20 0 0 0

⑥ 60 0 0 60 0 0 0

⑦ 13 13 0 0 0 0 0

⑧ 10 10 0 0 0 0 0

⑨ 5 5 0 0 0 0 0

⑩ 6 6 0 0 0 0 0

⑪ 36 36 0 0 0 0 0

⑫ 50 0 0 0 50 0 0

ふるさとひょうご寄附基金への積立

1,730 546 1,073 0 111 0 0

1,727 543 1,073 0 111 0 0

① 自宅療養者等への対応 139 0 139 0 0 0 0

  ② 検査機能の充実 493 493 0 0 0 0 0

  ③ (新)ワクチン接種体制等の整備 1,095 50 934 0 111 0 0

3 3 0 0 0 0 0

① タクシー事業者の感染防止対策への支援 3 3 0 0 0 0 0

14,252 12,306 1,073 660 211 0 2合  計（全額、一般会計）

緊急生活福祉資金貸付原資の助成

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給

住居確保給付金の支給

(新)ひとり親世帯生活支援特別給付金の支給

(新)子育て世帯生活支援特別給付金の支給

(新)ヤングケアラーに対する配食支援

(新)障害者施設で製作された商品等の販売促進

(新)子ども食堂の運営支援

(新)経済的に困窮する学生に対する生活支援

ウクライナ避難民への生活支援

(ウクライナ緊急支援プロジェクト分)

(新)生活困窮者支援体制構築のためのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ整備

Ⅱ 県民生活の安定化に向けた支援

特定事  業  名 金 額

国   庫

起債 一般

Ⅲ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進

1 医療提供体制・検査体制の充実

2 事業者の感染防止対策の強化

⑬ 005000050

(新)学校給食費等の負担軽減に対する支援



原油価格高騰等による影響の緩和
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■原油価格・物価高騰対策一時支援金：96億円

・・・・・・・・・・・・・・○ 原油価格や原材料価格高騰等への対策として、より支援の必要性・緊急性の高い売上
の減少した中小法人・個人事業主等に一時支援金を支給

○ 国制度(事業復活支援金)の支給を受けた事業者等を対象とすることで、手続きの簡素化

と迅速な支給を実現し、事業者の経済活動を下支え

区 分 内 容

対象業種 全 業 種

支給対象
①事業復活支援金(国制度)の受給者
②経営円滑化貸付(原油価格対策、原材料価格・

ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)の利用者

支 給 額

・①のうち、売上減少率
が50％以上の者

・②の者

・①のうち、売上減少率
が30％以上50％
未満の者

中小法人 30万円
個人事業主 15万円

中小法人 20万円
個人事業主 10万円

申請･支給
時 期
(予 定)

令和4年7月 受付開始

令和4年9月 支給完了

【参考】国制度｢事業復活支援金｣

対象月(R3.11～R4.3月)の売上が、基準

月の売上と比較して30％以上減少した者(地

域・業種を問わない)

売上高
減少率

個人

法人（年間売上高）

1億円以下 1～5億円 5億円超

50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

30～50% 30万円 60万円 90万円 150万円

Ⅰ 経済活動の支援

【新】



(中小企業への資金繰り支援の強化)
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■中小企業への資金繰り支援の強化：(既定融資枠対応)

○ 原油価格高騰による影響を受ける事業者への融資要件緩和を継続(直近3ヶ月→1ヶ月)

○ 新型コロナウイルス感染症対策資金の延長

Ⅰ 経済活動の支援

対 象 資 金 融資実行期限 利 率
融資期間

(据置期間)
融資限度額

① 新型コロナウイルス貸付

R4.10月末まで延長
(現行:R4.6月末)

0.70％ 10年(2年) 2.8億円

② 経 営 活 性 化 資 金 金融機関所定 10年(1年)
以内

5,000万円

③ 借 換 等 貸 付 0.70％ 2.8億円

④
伴 走 型 経 営 支 援

特 別 貸 付
R5.3月末まで 0.90％

10年(5年)

以内
6,000万円

対 象 資 金 対象要件 利率
融資期間

(据置期間)

融 資

限度額

経 営 円 滑 化 貸 付

( 原 油 価 格 対 策 )

最近1ヶ月間※の売上高に占める原油等の平均

仕入価格の割合が前年同期より増加等

0.80％
10年

(2年)
１億円同

(原材料価格･
ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)

・最近1ヶ月間※の売上原価が前年同期比
10%以上増加

・最近1ヶ月間※の売上総利益が前年同期
比で減少 等

※緩和前：3ヶ月



原油価格高騰等による影響の緩和
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■燃油価格高騰に対する公共交通等事業者への支援：3.5億円

○ 公共交通等事業者に対し、一時支援金を支給

■地域公共交通における便数に配慮した運行を支援：1.1億円

○ コロナ禍や燃油価格高騰の中、便数等を維持して運行に取り組む地域公共交通事業者

を支援

・補助対象 路線バス事業者、地域鉄道事業者、生活航路事業者

・補助期間 １ヶ月間

※別途、国による１ヶ月の支援とあわせて２ヶ月間を支援

Ⅰ 経済活動の支援

事業者 支給単価

ト ラ ッ ク 7,000円/台

路 線 バ ス 7,000円/台

地 域 鉄 道 24,000円/両

生 活 航 路 64,000円/隻

タ ク シ ー 4,000円/台

【新】

(出典：給油所小売価格調査(資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁))

150.0円/ℓ

155.0円/ℓ

160.0円/ℓ

165.0円/ℓ

170.0円/ℓ

175.0円/ℓ

兵庫県内ガソリン価格上昇状況



■農林水産事業者への支援：10.6億円
○ 燃油価格高騰等によるコスト増加を緩和するため、業種に応じて必要な支援を実施

原油価格高騰等による影響の緩和Ⅰ 経済活動の支援
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対象業種 支援内容・対象経費等 予算額

農 業
(施設園芸)

【新】・燃油高騰に対する省エネ機器等の導入支援
(ヒートポンプ、二重カーテンの整備等)

※ 別途、｢省エネ化・新事業展開の支援(P13参照)｣等を実施（3億円）
1,500万円

畜産業
【新】・穀物の国際価格高騰等による飼料価格高騰に対する支援
【新】・飼料の自給生産に必要な機器導入等の支援

8.0億円

林 業

ウッドショックによる木材価格高騰に対する支援
・県内工務店に対し、住宅新築時等の県産木材使用割合に

応じた住宅の建築・リフォーム工事費の支援
【新】・木質バイオマス発電用チップ製造のための燃料用材の調達

コストを支援

1.7億円

漁 業
【新】・石油系漁業資材(漁網、ロープ等)購入経費の価格高騰に

対する支援
7,500万円



(参考)農林水産事業への支援施策Ⅰ 経済活動の支援
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業 種 原油・飼料高騰対策 その他緊急支援

農 業
(施設園芸)

畜 産 業

林 業

漁 業

国：配合飼料価格安定制度
(価格高騰に対する補填)

国：畜産クラスター事業
(高付加価値化機器の導入支援)

県：石油系資材価格高騰対策事業

国支援県支援

県：施設園芸省エネ機器導入促進事業

国：産地生産基盤パワーアップ事業
(農業機械・集荷施設等整備支援)

国：施設園芸セーフティネット
(燃料費高騰に対する補填)

県：飼料価格高騰畜産経営支援事業
(価格高騰に対する一時支援金)

県：飼料価格高騰畜産経営支援事業
(自給飼料増産機器の導入支援)

県：県産木材価格高騰対策事業
(住宅用木材価格高騰に対する支援)

国：国産材転換支援緊急対策事業
(外材からの転換支援)

国：漁業経営セーフティネット
(燃油価格高騰に対する補填)

国：水産業競争力強化緊急事業(機器導入支援)

○ 原油価格高騰等に対し、国の施策を含め業種ごとに幅広く支援を展開

県：石油系資材価格高騰対策事業(一時支援金)



■生活衛生事業者に対する支援：1.1億円

○ ボイラー等に使用する燃油の高騰の影響が大きい業種に対し、一時支援金を支給：1億円

○ 経営上の課題に対する相談を支援：300万円

・原材料費等上昇分の円滑な価格転嫁などに対する専門家派遣経費を支援

支援内容 経営コンサルタント、税理士等の専門家派遣経費

対象業種 理・美容業、クリーニング業、公衆浴場業 等

原油価格高騰等による影響の緩和Ⅰ 経済活動の支援
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対象業種 支給単価

クリーニング店
(取次店除く)

5万円/店舗

一般公衆浴場事業者 10万円/店舗

【新】



■ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン＋（プラス）の

期間延長・対象拡大

○ 県内の旅行・宿泊の割引を支援する「ふるさと応援！ひょうごを旅しようキャンペーン＋

（プラス）」について、キャンペーン期間を６月１日～６月30日まで延長

○ 対象地域を兵庫県民に加え８府県に拡大

（滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県）

○ ワクチン接種要件 ３回接種または検査陰性

(参考) 観光業に対する支援Ⅰ 経済活動の支援
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R4.3月～ ４月 ６月

県民割
(ふるさと応援！ひょうご
を旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)※延長中

国新GoTo 旅行・宿泊割引支援 旅行･宿泊割引支援
事業(県版GoTo) 事業ﾌﾟﾗｽ

（夏休み期間及び年末年始は除く）

これらの継続した事業実施により、約550万泊分の支援を目指す



省エネ化・新事業展開の支援
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Ⅰ 経済活動の支援

■中小企業等における新事業展開の支援：1.1億円
○ 原油価格等の高騰に対応するために実施する省エネ設備の導入によるビジネスモデル転換等

のための特別枠を創設

■中小企業等におけるサイバーセキュリティ対策の強化：500万円
○ 国際情勢の緊張等により中小企業へのサイバー攻撃が深刻化していることから、既存の

各種支援制度へ繋ぐため、最も入口段階の「気づき」を支援

ステップ 気 づ き 学 び 相 談 実 装

内 容

【県】 【県(県警)】 【国・県等】 【国】

攻撃の脅威や対策の必要性、
各種支援施策を紹介・啓発
（PR動画、チラシ作成等）

商工会議所等と
連携したｾﾐﾅｰ実施

中小企業119
経営専門家派遣

ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ設置等

ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｻｰﾋﾞｽ利用料支援
・補助率1/2
・補助額 最大100万円

既 存 支 援 策今 回 対 策

【新】

区 分 現行(R3.12月補正) 原油価格・物価高騰等緊急対策枠(R4.6月補正)

対 象 者
対象3ヶ月の売上高が、基準3ヶ月と比較

して10％以上減少等 ※コロナ前後で比較
対象1ヶ月の売上高が、基準1ヶ月と比較して

10％以上減等 ※R4.1月以降とR3年以前で比較

補助金額

対象経費 建物改修費、設備費、システム購入費 等 省エネ設備導入費が50％以上

事業費 補助金額

50万円以上 ～ 70万円未満 35万円

70万円以上 ～ 100万円未満 50万円

100万円以上 ～ 150万円未満 75万円



■省エネ型農業への転換支援：2.7億円

○ 原油価格高騰に対応するため、省エネ型農業への転換を支援

・対 象 者 農業法人、定年帰農者等のうち、省エネ生産に取り組む者

・対 象 施 設 園芸用ハウス、附帯設備・機械(省エネ生産に資する機器等の導入必須)

■県産小麦産地の生産性向上支援：3,300万円

○ 県産小麦産地における作付けの団地化や営農技術・機械の導入等を支援

省エネ化・新事業展開の支援Ⅰ 経済活動の支援

13

対象経費 補助単価

①団地化に向けた協議等の支援 10万円

②営農技術導入支援 15万円/ha

③機械・施設導入支援 導入経費の1/2

④生産拡大支援
※②又は③とあわせて実施する場合

10万円/ha

(団地化の推進) (技術・機械の導入)



物価高騰に直面する生活困窮者等への支援Ⅱ 県民生活

14

■低所得子育て世帯等に対する支援：1.8億円
○ 食費等の物価高騰等に直面する低所得者に対して、実情を踏まえた生活支援を実施

支援金等の名称 概 要

ひとり親世帯生活支援
特別給付金

低所得のひとり親世帯に対し、生活支援特別給付金を支給

○支給対象 児童扶養手当受給者等

○支給金額児童1人あたり5万円

子育て世帯生活支援
特別給付金

低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、生活支援
特別給付金を支給
○実施主体 市町(国から市町への直接補助)

※県は広報活動、市町へのデータ提供 等
○支給対象 児童手当又は特別児童扶養手当を受給かつ

住民税均等割非課税世帯 等
○支給金額 児童1人あたり5万円

※ 手当受給世帯については、プッシュ型給付により申請がなくても給付

【新】



物価高騰に直面する生活困窮者等への支援Ⅱ 県民生活

■生活困窮者支援体制を構築するためのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの整備：6,000万円
○ 県又は市において地域プラットフォームを整備し、官民連携による地域の困窮者を支援

■ヤングケアラーに対する配食支援：1,300万円
○ 物価高騰等により支援の必要性が増大するヤングケアラーとその家族に対して、

配食サービス事業者による支援をモデル事業として実施

・支援対象 配食支援により負担軽減が見込まれるヤングケアラーとその家族

・支援内容 県社会福祉士会が作成する支援プランに基づく配食サービスを提供
(週1回、3ヶ月程度)

■障害者施設で製作された商品等の販売促進：1,000万円
○ 原材料費の増加による工賃への影響を軽減するため、授産商品の販売力を強化

・元町駅周辺にアンテナショップを設置(R4.8月～R5.1月)

・インターネットショップ｢+NUKUMORI｣の送料無料化（現行：税込3,000円以上のみ）
15

【新】

【新】

〔地域プラットフォーム〕
NPO法人等による活動を支援

・補 助 率 定額
・補助上限 50万円/団体
※増大する支援ﾆｰｽﾞに対応

・課題整理
・支援方法の検討
・就労先の開拓等

行政 関係機関(社協等)

民間団体
(ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ関係団体・子ども食堂代表者等)

【新】



物価高騰に直面する生活困窮者等への支援Ⅱ 県民生活

■子ども食堂に対する運営費の支援：500万円
○ 物価高騰等により増加する食材費を支援

・補助要件 R4.6月～R5.3月に10回以上開催(概ね月1～2回程度)

・補 助 額 月1回開催：1万円/団体 、 月2回開催：2万円/団体

■学校給食費等の負担軽減に対する支援：600万円
○ 物価高騰等に伴う給食費増額による保護者負担を軽減

・実施内容 給食費の増額分を保護者等に補助

・対 象 校 県立学校のうち給食等実施校(特別支援学校、定時制高校）

■経済的に困窮する学生に対する生活支援：3,600万円
○ 物価高騰等により経済的に困窮する学生を支援するため、大学等と連携し、

食料品等を支給

・補助対象 大学、短期大学、専修学校(専門課程)

・補 助 額 大学等が独自に実施する支援に必要な経費の1/2

16

【新】

【新】

【新】



生活困窮者等への切れ目のない支援Ⅱ 県民生活

17

支援金等の名称 概 要 拡 充 内 容

緊急生活福祉資金
(貸付)

一時的な資金が必要な方への緊急貸付

①緊急小口資金 最大20万円(償還2年、据置1年)

②総合支援資金 最大20万円/月(償還10年、据置1年)

※最大３カ月

①②について、申請期間を

令和４年８月末まで延長
※現行 令和4年6月末まで

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
生活困窮者自立支援金

緊急生活福祉資金の貸付が終了し、一定の所
得要件等を満たす世帯に対し、自立支援金を
支給

○単身世帯 6万円/月、2人世帯 8万円/月 等
※最大6カ月

①について、申請期間を

令和４年８月末まで延長
※現行 令和4年6月末まで

＋
求職活動要件の緩和※

住居確保給付金

一定の所得要件等を満たし、休業等による収
入減少により、住居を失うおそれがある方に
家賃相当の給付金を支給

○単身世帯 3万9,000円 等
※最大12カ月＋再支給3ヶ月

①について、コロナ特例
再支給分の申請期間を

令和４年８月末まで延長
※現行 令和4年6月末まで

＋
求職活動要件の緩和※

申請期間が令和４年８月末まで延長された国制度による各支援金等の予算を計上し、
生活困窮者等への切れ目のない支援を実施

※求職活動要件の緩和：職業相談 月2回以上→月1回 等



■自宅療養者等への対応：1.4億円
○ 自宅療養者等相談支援センター(健康相談、医療機関案内、生活支援対応等)の充実：6,700万円

※リーダー看護師の配置、パルスオキシメーターの直接配送等による迅速化 等

○ 自宅療養者等の個別ニーズに応じて市町が独自に実施するサービスを支援：7,200万円

■高齢者施設等における感染拡大防止：4.4億円
○ 高齢者施設等の従事者に対する公費による検査の延長(～R4.9月) ：4.4億円

※高齢者施設等における検査回数等の見直し
・回数 月2回程度 → 月4回程度
・方法 PCR検査 → 抗原定性検査

○ 高齢者施設等の管理者や医療関係者等に対する研修の実施：100万円

・研修内容 感染症発生時の初動対応・感染制御、事例紹介等

■ワクチン接種体制等の整備：11億円
○ 県内大学等に対し、団体接種の実施に必要な経費を国に上乗せして支援：5,000万円

・補 助 対 象 大学、短期大学、専修学校等
・補 助 金 額 上限1,000円×接種回数(同額を国からも助成)

・対 象 経 費 大規模接種会場への送迎費用 等

○ 4回目接種の実施に向けたワクチン接種体制等の整備：10.5億円 ※詳細は次頁

第6波の経験を踏まえた第7波への備えⅢ 感染症対策

【新】

18

ｵﾐｸﾛﾝ株の特性を踏まえた
頻度の見直しと検査の迅速化

【新】

【新】

【新】

【新】



（参考）ワクチン大規模接種の概要Ⅲ 感染症対策
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区分 ３回目接種 ４回目接種

対象
２回目接種から５ヶ月以上
経過する１８歳以上の方

３回目接種から５ヶ月以上経過した
①60歳以上の方
②18歳以上で基礎疾患を有する方
その他重症化リスクが高いと医師が
認める方

期間 R4.1.14～R4.8月 R4.6月中旬～R4.8月

会場 旧 西宮市にしきた接種会場 、 旧 姫路市文化センター

規模 約2,000人/日 約1,000人/日

■武田社製ワクチン(ノババックス)の接種開始(R4.6.1～)
・特 徴 ｱﾚﾙｷﾞｰ等によりﾌｧｲｻﾞｰ社製やﾓﾃﾞﾙﾅ社製を接種できない方も接種可能、

国内製造
・設置場所 県内２カ所

（旧 姫路市文化センター(県大規模接種姫路会場)、神戸市内の医療機関(非公表))
・接種規模 週100回程度

○ 県大規模接種会場において、４回目のワクチン接種を実施



ひょうごウクライナ支援プロジェクト

■ウクライナ緊急支援プロジェクトへの寄附金を活用したウクライナ
避難民の支援：5,000万円

○ ひょうごウクライナ避難民生活支援金：4,500万円

・ 生活準備のための一時滞在支援 ： 20万円/世帯

・ 生活開始のための一時金支給 ： 50万円/世帯

・ 生活費（食費含む） ： 144万円/世帯

○ 避難民への日常生活支援：300万円

・ 外国人支援団体等に支援コーディネーター業務を委託

・ 各種支援機関・市町等と調整を図り、避難民への日常支援（通訳含む）を実施

○ ひょうごウクライナ避難民支援サイトの開設：200万円

・ 県・市町・企業等による公民連携の支援体制を構築(R4.4.28開設済）

20



（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

11,723,000

11,269,000

新 ①

原油価格等の高騰を受け経営が逼迫する中小法人・個人事業主等を支援す
るため、一時支援金を支給
 ○事業内容

 ○支給時期 R4.7月受付開始、R4.9月支給完了(予定)

9,632,000

②

原油価格高騰による原油仕入価格や原材料調達コスト増加の影響を受ける
中小企業者の資金繰りを支援
 ○実施内容 融資要件の緩和(継続)

－

③

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されることから、新型コロナ
ウイルス対策貸付、経営活性化資金及び借換等貸付の融資実行期限をR4.6
月末からR4.10月末まで延長
 ○実施内容

－

新 ④

公共交通等事業者に対し燃油価格高騰に対する一時支援金を支給

 ○支援単価

350,000

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

Ⅰ 原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動の支援

(1)企業等の事業継続支援

燃油価格高騰に対する公共
交通等事業者への支援

原油価格・物価高騰対策一
時支援金の支給

原油価格高騰関連中小企業
への資金繰り支援

中小企業への運転資金支援

(既定融資枠対応)

(既定融資枠対応)

区　　分

対象業種

支給対象

・①のうち、売上減少
　率が50％以上の者
・②の者

・①のうち、売上減少
　率が30％以上50％
　未満の者

中小法人　 30万円
個人事業主 15万円

中小法人　 20万円
個人事業主 10万円

内　　　容

①事業復活支援金(国制度)の受給者
②経営円滑化貸付(原油価格対策、原材料
　価格・ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ対策)の利用者

支 給 額

全　業　種

区分 対象要件

経営円滑化貸付
(原油価格対策)

最近1ヶ月間※の売上高に占める原油
等の平均仕入価格の割合が前年同期
より増加等

同
(原材料価格･ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｺｽﾄ対策)

・最近1ヶ月間※の売上原価が前年
　同期比10%以上増加
・最近1ヶ月間※の売上総利益が前年
　同期比で減少　等

※緩和前　3ヶ月

事業者 支給単価
トラック  7,000円/台
路線バス  7,000円/台
地域鉄道 24,000円/両
生活航路 64,000円/隻
タクシー  4,000円/台

資　金　名 融資実行期限 利　率
融資期間

(据置期間)
融資限度額

新 型 ｺ ﾛ ﾅ ｳ ｲ ﾙ ｽ
対 策 貸 付

0.70% 10年(2年) 2.8億円

経営活性化資金
金融機関
所　　定

5,000万円

借 換 等 貸 付 0.70% 2.8億円

伴走型経営支援
特 別 貸 付

R5.3月末まで 0.90%
10年(5年)

以内
6,000万円

（延長）
R4.10月末まで 10年(1年)

以内
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

⑤

コロナ禍や燃油価格高騰の中、便数等を維持して運行に取り組む地域公共
交通事業者を支援
 ○補助対象 路線バス事業者、地域鉄道事業者、生活航路事業者
 ○負担割合 県1/4、市町1/4(任意随伴)、事業者1/2
 ○補助期間 1ヶ月間
　　　　　　※別途、国支援分1ヶ月間とあわせて2ヶ月間

105,000

新 ⑥

ボイラー等に使用する燃油の高騰の影響が大きい業種に対し、一時支援金
を支給
 ○支給単価 クリーニング店(取次店除く)  5万円/店舗
　　　　　　一般公衆浴場事業者       　10万円/店舗

100,000

新 ⑦

原材料費等上昇分の円滑な価格転嫁などの経営上の課題に対応できるよ
う、専門家による相談支援を実施
 ○支援内容 経営コンサル、税理士等の専門家派遣経費を支援
 ○対象業種 理・美容業、クリーニング業、公衆浴場業　等
 ○実施主体 (公財)兵庫県生活衛生営業指導センター

3,000

⑧

県内の旅行・宿泊の割引を支援する「ふるさと応援！ひょうごを旅しよう
キャンペーン＋（プラス）」について、キャンペーン期間を6月1日～6月
30日まで延長
 ○対象地域を兵庫県民に加え８府県に拡大
　(滋賀県･京都府･大阪府･和歌山県･鳥取県･岡山県･徳島県･香川県)
 ○ワクチン接種要件　３回接種または検査陰性

新 ⑨

燃油価格高騰により影響を受けている施設園芸生産者に対し、省エネ機器
等の導入を支援
 ○補助対象　JA、市町、農業者組織等
 ○補助内容　ヒートポンプ、二重カーテン等の整備経費
 ○補 助 率　1/2

15,000

新 ⑩
穀物の国際価格高騰や輸送コスト上昇等による飼料経費負担増への対応の
ため、県内畜産農家等を支援

801,000

飼料価格高騰により影響を受ける県内畜産農家に対し、一時支援金を支給
 ○事業主体 県配合飼料価格安定基金協会 等
 ○支 給 額 R3年度とR2年度の平均価格差の1/2相当

786,000

県内畜産農家等が自ら実施する飼料生産等を支援
 ○補助内容 飼料生産等に必要な機器の導入経費
 ○補 助 率 1/2

15,000

燃油価格高騰に対する生活
衛生事業者への支援

地域公共交通新型コロナウ
イルス対応型運行への支援

燃油価格高騰に対する施設
園芸生産者の支援

生活衛生事業者に対する相
談支援

(参考)
ふるさと応援！ひょうごを
旅しようキャンペーン＋
（プラス）の期間延長・対
象拡大(R3.2月補正事業)

飼料価格高騰に対する畜産
業者の支援

(b)自給飼料の増産支援

(a)一時支援金の支給

（明許繰越

予算を活用）

R3年度

3月 4月 6月

→これらの継続した事業実施により、約550万泊分の支援を目指す

国新GoTo

R4年度

旅行･宿泊
割引支援

旅行･宿泊割引
支援ﾌﾟﾗｽ

(延長中)

ふるさと応援！

ひょうごを

旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

⑪

ｳｯﾄﾞｼｮｯｸ(輸入木材の供給不足等に起因して木材需給が逼迫する状況)によ
る国産木材価格高騰に起因した住宅着工戸数の減少で影響を受ける工務店
を支援
 ○事業主体 ひょうご森づくりサポートセンター
 ○補助対象 県内に事業所を有する工務店
 ○補助要件 県産木材を30％以上使用する住宅の新築工事
　　　　　　内装に県産木材を30㎡以上使用する住宅リフォーム工事
 ○補助単価 新　　　築：30万円～80万円
　　　　　　リフォーム：20万円

69,000

新 ⑫

ウッドショックによる燃料用材の価格高騰に対応するため、一時支援金を
支給
 ○補助対象 バイオマス発電用チップ生産者
 ○補助内容 調達コスト高騰額の1/2相当

103,000

新 ⑬

石油系漁業資材(漁網、ロープ等)の価格高騰に対応するため、一時支援金
を支給
 ○事業主体 県漁業協同組合連合会
 ○補助対象 漁業経営セーフティーネッﾄ加入者
 ○支 給 額 石油系漁業資材価格高騰額の1/2相当

75,000

新 ⑭

原油・飼料価格高騰の影響を受ける農業者に対し、不測の事態による収入
減少に備えるため、安定的な農業経営を支援
 ○対象経費 収入保険に新規加入する際の保険料
 ○補 助 率 1/2

　（参考）保険の概要
　　・事業主体　県農業共済組合
　　・加入対象　青色申告を行っている農業者
　　・対象収入　保険期間中に生産・販売する農産物の販売収入全体

16,000

454,000

①

原油価格等の高騰に対応するために実施するビジネスモデル転換等のため
の特別枠を創設
 ○事業内容

106,000

新 ②

国・県・関係団体等が実施する既存の各種施策に繋ぐための意識啓発を実
施
 ○実施内容 PR動画・チラシ作成
 ○啓発内容 攻撃の脅威や対策の必要性、国等の各種支援策の紹介など
 ○広報手法 団体※HP・会報への掲載、DM送付　等
　　　　　　※県商工会議所連合会、県商工会連合会、
　　　　　　　県中小企業団体中央会、県中小企業家同友会

5,000

県産木材価格高騰の影響を
受ける工務店への支援

中小企業におけるサイバー
セキュリティ対策の強化

中小企業等における新事業
展開の支援

(2)省エネ化・新事業展開への支援 

木質バイオマス発電用燃料
用材の安定調達の支援

原油・資材価格高騰に対す
る漁業者の支援

農業経営者の収入保険制度
への加入促進

区分
現行

(R3.12月補正)
原油価格・物価高騰等
緊急対策枠(R4.6月補正)

対 象 者
対象月の売上高が、基準月と
比較して10％以上減少　等

※コロナ前後で比較

対象月の売上高が、基準月
と比較して10％以上減少等
　※R4.1月以降とR3年以前

で比較

対象経費
建物改修費、設備費、

ｼｽﾃﾑ購入費、広告宣伝費等

左記に加え、省エネ設備等導入費
(全体経費の50％以上を

占めることが必要)

補助金額
35万円、50万円、75万円
※事業費に応じて定額

同左
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

③

輸入依存度が高い小麦の安定供給体制を強化するため、県産小麦産地にお
ける作付けの団地化や営農技術・機械の導入等を支援
 ○補助対象 地域農業再生協議会等
 ○補助内容

33,000

④

原油価格高騰に対応するため、農業施設貸与事業に特別枠を創設
 ○事業主体 JA・市町等
 ○補助内容

267,000

⑤

輸入穀物等の価格高騰により県内事業者から増産要望が多い麦・大豆・飼
料用米等に転換を図る農業者を支援
 ○補助対象 麦・大豆・飼料用米等を新たに作付けする農業者
 ○補助内容 新たに作付けした面積に応じた補助
 ○補 助 額 5万円/ha
  　　　　　※県が補助する場合、同額を国から直接支援

38,000

⑥

原油価格の影響を受けにくい地域資源を活かした再生可能エネルギーの導
入に必要な調査費等を支援
 ○事業内容

5,000

799,000

①

一時的な資金が必要な方への緊急貸付等を実施するための貸付原資を助成
(申請期間の延長)
 ○貸付上限額 緊急小口資金 最大20万円(償還2年、据置1年)
 　　　　　　 総合支援資金 最大20万円/月(最大3カ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (償還10年、据置1年)
 ○申請期間　 [現行]～R4.6月末　[今回]～R4.8月末

354,000

②

生活福祉資金(総合支援資金)の貸付が終了する世帯に対し、生活困窮者自
立支援金を支給(申請期間の延長及び求職要件の緩和)
 ○支給金額 単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯：10万円
 ○申請期間  [現行]～R4.6月末　[今回]～R4.8月末
 ○支給期間 最大６カ月(初回３カ月、再支給３カ月)(※)
　 ※R4.8月までに初回3カ月分の支給が終了する場合のみ再支給可能
 ○求職要件の緩和
　　　　　　職 業 相 談  月2回以上→月1回以上
　　　　　　企業への応募 週1回以上→月1回以上

31,000

県産小麦産地の生産性向上
の支援

省エネ型農業への転換支援

緊急生活福祉資金貸付原資
の助成

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の支
給
※福祉事務所設置市以外
　の町分を県が実施

Ⅱ 県民生活の安定化に向けた支援

地域創生！再エネ発掘プロ
ジェクト

県産農産物拡大応援事業の
実施

対象経費 補助率 補助単価
①団地化に向けた協議等の支援 定額 10万円
②営農技術導入支援 定額 15万円/ha
③機械・施設導入支援 1/2 －

④生産拡大支援
　※②又は③とあわせて実施する場合

定額 10万円/ha

(全額国庫)

(全額国庫)

(全額国庫)

区　　分 導入検討 事業性判断

対象経費
検討会、

現地調査等
事業性評価に必要な
調査等(地質調査等)

補 助 率 定額 1/2

区分 現行(R4当初) 特別枠(R4.6月補正)

対象者
農業法人、定年帰農者等(50～70
歳)等

左記に加え、省エネ
生産に取り組む者

対象経費
園芸用ハウス、附帯設備・機械等
整備費

左記に加え、省エネ生産
に資する機器等の導入が
必須

補助率 同左

区　分 施設 農業用機械
新規就農者 1/2 1/3
定年帰農者 1/3 1/3
農業法人等 1/3 －
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

③

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある者へ家賃相当の
住居確保給付金を支給(ｺﾛﾅ特例再支給の申請期間延長及び求職要件の緩
和)
 ○支給対象 離職、廃業から２年以内の者 等
 ○申請期間  [現行]～R4.6月末　[今回]～R4.8月末
 ○支給期間 原則３カ月、最長12カ月(R3.3月末までの申請者に限る)
　　　　　　＋３カ月再支給(R4.8月末までの申請者に限る)
 ○求職要件の緩和 上段②と同様

6,000

新 ④
低所得のひとり親世帯に対し、生活支援特別給付金を支給
 ○支給対象 児童扶養手当受給者等
 ○支給金額 児童1人あたり5万円

158,000

新 ⑤

低所得のひとり親世帯(上段④)以外の子育て世帯に対し、生活支援特別給
付金を支給
 ○実施主体 市町(事業本体は国から市町への直接補助)
　　　　　　※県は広報活動、市町へのデータ提供　等
 ○支給対象 児童手当又は特別児童扶養手当を受給かつ
　　　　　　住民税均等割非課税世帯　等
 ○支給金額 児童1人あたり5万円

20,000

新 ⑥

官民連携による地域の生活困窮者支援体制を構築するためのプラット
フォームを整備し、NPO法人等の活動を支援
※新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用
 ○国庫補助率 10/10
 ○所  要  額 県　事　業：  500万円
              市町補助金：5,500万円(県予算を通じて交付)

60,000

(a)

生活困窮者支援の実情・課題整理、連携体制や支援方法、就労先の開拓等
の検討
 ○構 成 員 行政、関係機関(社会福祉協議会等)、
　　　　　　民間団体(ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ関係団体、こども食堂代表者等)

500

(b)
支援ニーズの増大に対応したNPO法人等に対する活動経費を支援
 ○補 助 率 定額
 ○補助上限 50万円/団体

4,500

新 ⑦

物価高騰等により支援の必要性が増大しているヤングケアラー及びその家
族に対する配食支援をモデル事業として実施
 ○支援対象 配食支援により負担軽減が見込まれるヤングケアラーと
            その家族
 ○支援内容 県社会福祉士会が作成する支援プランに基づく配食サービス
            を提供（週1回、3ヶ月程度)

13,000

新 ⑧
原材料費の増加による工賃への影響を軽減するため、障害者施設で製作し
た授産商品の販売力を強化
※(特非)兵庫セルプセンターに委託

10,000

(a)

県内の授産商品(菓子・雑貨等)を一括して販売するアンテナショップを神
戸に設置
 ○設置期間 R4.8月～R5.1月(予定)
 ○設置場所 元町駅周辺

8,000
アンテナショップの設
置

障害者施設の授産商品認知
度向上による販売促進

住居確保給付金の支給
※福祉事務所設置市以外
　の町分を県が実施

ヤングケアラーに対する配
食支援

子育て世帯生活支援特別給
付金の支給

ひとり親世帯生活支援特別
給付金の支給
※福祉事務所設置市以外
　の町分を県が実施

生活困窮者支援体制構築の
ためのプラットフォームの
整備

NPO法人等の活動支援

地域プラットフォーム
の設置

(全額国庫)

(全額国庫)

(全額国庫)

(一部、国庫)

5 / 8 ページ



（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

(b)
県内各地のにぎわいの場において、複数の障害福祉サービス事業所による
授産商品販売イベントを開催
 ○実施箇所 県内10カ所程度(道の駅、公園等)

1,500

(c)
「+NUKUMORI」の販売強化のため購入金額を問わず配送料を無料化
 ○実施期間 R4.7月～R5.3月(予定)
　※現行：3,000円以上(税込)は無料

500

新 ⑨

経済的な理由により十分に食事がとれない子どもたちを支援する子ども食
堂に対し、物価高騰等により増加が見込まれる食材費等を支援
 ○対象経費 食材費等
 ○補助要件 R4.6月～R5.3月に10回以上開催(月1～2回程度)
 ○補 助 率 定額
 ○補 助 額 月1回開催：1万円/団体、月2回開催：2万円/団体

5,000

新 ⑩

学校給食を実施する県立学校において、物価高騰等に伴う保護者の負担軽
減を図るため、給食費の増額分を支援
 ○対 象 校 県立学校のうち給食等実施校(特別支援学校、定時制高校)
 ○実施手法 保護者等への補助

6,000

新 ⑪

物価高騰等により経済的に困窮する学生を支援するため、大学等と連携
し、食料品等を支給
 ○補助対象 大学、短期大学、専修学校(専門課程)
 ○補 助 額 大学等が独自に実施する支援に必要な経費の1/2

36,000

⑫

県内在住の親族・知人等を頼って本県に一時避難した方々が安心・安全に
過ごすことができるよう、ふるさと寄附金を活用し、生活準備及び日常生
活への支援を実施
※(公財)兵庫県国際交流協会へ補助

50,000

(a)

県内へのウクライナ避難民に対して生活に必要な支援金を支給
 ○支援金　214万円/世帯
　 ・生活準備のための一時滞在支援  20万円/世帯
 　・生活開始のための一時支給　　  50万円/世帯
 　・生活費(食費含む)　　　　　　 144万円/世帯

45,000

(b)
各種支援機関・市町等と連携を図り、避難民への日常生活支援(通訳含む)
を実施
 ※外国人支援団体等に支援コーディネータ－業務を委託

3,000

(c)
日常生活や就労に関する、県・市町・企業等による公民連携の支援体制を
構築（R4.4.28～)

2,000

⑬ ひょうごウクライナ緊急支援プロジェクトに対する寄附金を積立 50,000

授産商品販売イベント
の開催

インターネットショッ
プ「+NUKUMORI」の販
売強化

経済的に困窮する学生に対
する生活支援

子ども食堂の運営支援

学校給食費等の負担軽減に
対する支援

ふるさとひょうご寄附基金
への積立

ウクライナ避難民への生活
支援

ひょうごウクライナ避
難民支援サイトの開設
等

ウクライナ避難民生活
支援金

避難民への日常生活支
援

(寄附金収入)

(基金繰入金)
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

1,730,000

1,727,000

①自宅療養者等への対応 139,000

(a)

新型コロナによる自宅療養者への対応を迅速化するため、自宅療養者等相
談支援センター(R4.1月設置)の取組内容を拡充
 ○ 実施手法 民間事業者へ委託
 ○ 実施内容 ・健康相談業務(24時間･最大50回線で対応)
　　　　　　　 リーダー看護師を新たに配置(R4.4月下旬～)
        　　 ・医療機関案内業務
           　　(往診、発熱等診療･検査医療機関との調整)
　　　　 　　・生活支援対応業務(配食等の調整)
　　　　　 　　パルスオキシメーターの直接配送・回収の開始(4/27～)
　　 　　　　・療養証明書の発行業務の実施(5/9～)

67,000

(b)

県が実施している食料品等の配布に加えて市町が実施するきめ細やかな支
援に要する経費を助成
○ 事業主体 市町
○ 対象期間 R4.4月～R4.9月末まで
○ 対象経費 ・個別のニーズに応じた食料品等配布経費
　　　　　　　(粉ミルク、オムツ、高齢者向け食料品等の配布経費)
　　　　　　・県配布物到着に先駆けた迅速な食料品等配布経費

72,000

②検査機能の充実 493,000

(a)

経済再開に向けた飲食・イベント・旅行等における抗原定性検査等の無料
検査期間を延長
 ○検査体制 薬局、民間検査機関等において原則対面で実施
 ○実施期間 [現行]～R4.3月末　[今回]～R4.6月末
 ○対 象 者 原則、3回目接種未了の無症状者
 ○検査方法 原則、抗原定性検査

54,000

(b)

高齢者施設等の従事者に対する検査実施期間を延長
 ○ 実施期間 [現行]～R4.5月末　[今回]～R4.9月末
 ○ 検査回数 [現行]月2回程度　 [今回]月4回程度※

 ○ 検査方法 [現行]PCR検査　　 [今回]抗原定性検査※

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（検査キットの活用）
　　　　　　　　　　　　　　　　※オミクロン株の特性を踏まえた
　　　　　　　　　　　　　　　　　頻度の見直しと検査の迅速化
 ○ 対象地域 県内全域(政令市・中核市除く)

438,000

新 (c)

今後の感染再拡大に備え高齢者施設等の管理者や医療関係者等に対する研
修会を実施
 ○ 実施時期 R4.6月中旬～下旬
 ○ 対 象 者 施設等の管理者及び配置医師、協力医療機関の医師 等
 ○ 研修内容 感染症発生時の初動対応・感染制御方法、事例紹介　等
　　　　　　 ※オンライン配信

1,000

Ⅲ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進

(1)医療提供体制・検査体制の構築

高齢者施設等の従事者
に対する検査の実施

自宅療養者・待機者に
対するフォローアップ
体制の強化
※市町独自実施への
　支援

自宅療養者等相談支援
センターの取組拡充

ワクチン・検査パッ
ケージ等の定着促進

高齢者施設等における
コロナ対策研修の実施
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和４年度６月補正予算(緊急対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

③ワクチン接種体制等の整備 1,095,000

新 (a)

学生が接種しやすい環境を整備するため、大学等が自治体と連携して実施
する団体接種を支援
 ○補助対象 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等
 ○補助金額 1千円×学生の接種回数
　　　　 　 (別途、同額が国から大学等に補助)
 ○対象経費 大学･会場間※の送迎費用、連絡･調整を担う職員の人件費等
　　　　　　※自治体が実施している接種会場

50,000

(b)

県独自の大規模接種会場において4回目のワクチン接種を実施

464,000

(c)

4回目接種を促進するため、市町が行う集団接種会場への時間外・休日の
医療従事者の派遣費用や、一定以上の個別接種を行う医療機関を支援
 ○支援内容 (市町)以下の補助単価により医療従事者の派遣経費を支援
　　　　　　　　　医師:7,550円/時間、看護師等:2,760円/時間
　　　　(医療機関)週100回以上の接種を4週間以上:2,000円/回を加算
　　　　　　　　　週150回以上の接種を4週間以上:3,000円/回を加算

581,000

3,000

①

タクシー事業者における一層の感染拡大防止対策を図るため、国庫補助事
業と協調した支援を実施
 ○補助対象 県内タクシー事業者
 ○対象経費 高性能な空気清浄機等の導入経費
 ○負担割合 国1/2、県1/4、事業者1/4

3,000

14,252,000

ワクチン大規模接種の
推進(4回目)

ワクチン接種実施医療
機関等への支援

合　　　　計

タクシー事業者感染防止対
策の支援

大学・専門学校等への
ワクチン団体接種促進
事業

(2)事業者の感染防止対策の強化

※今回新たに実施する事業は｢新｣と表記

区　　分 ３回目接種 ４回目接種

対　　象
２回目接種から５か月以上
経過した18歳以上の方

３回目接種から５か月以上
経過した60歳以上の方及び
18歳以上で基礎疾患者を有
する方等

期　　間 R4.1.14～R4.8月 R4.6月中旬～R4.8月
場　　所 西宮、姫路 同左
実施規模 約2,000人/日 約1,000人/日
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１　総　　　　括
（単位：千円、％）

歳　入 2,383,305,000 14,252,000 2,397,557,000 80.4

歳　出 2,383,305,000 14,252,000 2,397,557,000 80.4

差　引 0 0 0 －

歳　入 1,594,397,942 0 1,594,397,942 99.4

歳　出 1,594,397,942 0 1,594,397,942 99.4

差　引 0 0 0 －

歳　入 3,977,702,942 14,252,000 3,991,954,942 87.0

歳　出 3,977,702,942 14,252,000 3,991,954,942 87.0

差　引 0 0 0 －

歳　入 254,529,107 0 254,529,107 97.9

公営企業会計 歳　出 270,509,109 0 270,509,109 99.6

差　引 △ 15,980,002 0 △ 15,980,002 －

歳　入 4,232,232,049 14,252,000 4,246,484,049 87.6

合　　　計 歳　出 4,248,212,051 14,252,000 4,262,464,051 87.7

差　引 △ 15,980,002 0 △ 15,980,002 －

一 般 会 計

特 別 会 計

計

既定予算額

令 和 ４ 年 度 補 正 予 算 提 案 額 概 計

区　　　　分 今回提案額 合　　　計
前年同期
対 比

-1-
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２　一   般   会   計
　ア　部局別予算提案額

（単位：千円、％）

国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源

総 務 63,354,009 36,000 36,000 0 0 0 63,390,009 91.1

企 画 9,331,640 0 0 0 0 0 9,331,640 70.7

財 務 465,872,774 50,000 0 50,000 0 0 465,922,774 94.2

県 民 生 活 5,877,641 0 0 0 0 0 5,877,641 96.3

危 機 管 理 9,436,419 54,000 54,000 0 0 0 9,490,419 135.1

福 祉 361,154,600 1,096,000 1,094,500 0 0 1,500 362,250,600 99.0

保 健 医 療 126,866,227 1,337,000 1,226,100 110,900 0 0 128,203,227 117.9

産 業 労 働 652,577,453 9,793,000 9,743,000 50,000 0 0 662,370,453 55.2

農 林 水 産 81,444,769 1,417,000 1,417,000 0 0 0 82,861,769 95.2

環 境 4,737,298 5,000 5,000 0 0 0 4,742,298 49.8

土 木 125,471,095 458,000 458,000 0 0 0 125,929,095 91.7

ま ち づ く り 15,461,601 0 0 0 0 0 15,461,601 93.7

教 育 委 員 会 321,079,176 6,000 6,000 0 0 0 321,085,176 98.7

警 察 136,631,067 0 0 0 0 0 136,631,067 98.2

行政委員会等 4,009,231 0 0 0 0 0 4,009,231 104.6

歳 入 振 替 0 0 0 0 0 0 0 ―

合 計 2,383,305,000 14,252,000 14,039,600 210,900 0 1,500 2,397,557,000 80.4

計
前年同期
対 比

区　　分

財　　　源　　　内　　　訳

既定予算額 今回提案額

-2-
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　イ　経費別予算提案額
（単位：千円、％）

国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源

Ⅰ 1,858,168,098 14,252,000 14,039,600 210,900 0 1,500 1,872,420,098 78.1

(1) 452,062,402 0 0 0 0 0 452,062,402 98.3

417,689,402 0 0 0 0 0 417,689,402 99.0

34,373,000 0 0 0 0 0 34,373,000 90.5

(2) 12,059,095 49,300 49,300 0 0 0 12,108,395 90.5

(3) 1,394,046,601 14,202,700 13,990,300 210,900 0 1,500 1,408,249,301 73.2

Ⅱ 181,070,533 0 0 0 0 0 181,070,533 92.8

(1) 170,835,759 0 0 0 0 0 170,835,759 92.3

(ｲ) 補 助 事 業 89,999,000 0 0 0 0 0 89,999,000 95.1

(ﾛ) 単 独 事 業 70,335,759 0 0 0 0 0 70,335,759 87.4

(ﾊ) 国直轄負担金 10,501,000 0 0 0 0 0 10,501,000 104.9

(2) 10,234,774 0 0 0 0 0 10,234,774 101.4

(ｲ) 補 助 事 業 10,234,774 0 0 0 0 0 10,234,774 101.4

(ﾛ) 単 独 事 業 0 0 0 0 0 0 0 －

(ﾊ) 国直轄負担金 0 0 0 0 0 0 0 －

Ⅲ 268,495,784 0 0 0 0 0 268,495,784 85.7

Ⅳ 75,570,585 0 0 0 0 0 75,570,585 97.3

0 0 0 0 0 0 0 －

2,383,305,000 14,252,000 14,039,600 210,900 0 1,500 2,397,557,000 80.4

公 債 費

繰 出 金

歳 入 振 替

合　　　　　　計

投 資 的 経 費

一 般 行 政 経 費

普通建設事業費

災害復旧事業費

人 件 費

物 件 費

そ の 他

職 員 給 等

退 職 手 当

計
前年同期
対 比

財　　　源　　　内　　　訳

区　　　分 既定予算額 今回提案額

-3-
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　ウ　歳入予算提案額

（単位：千円、％）

778,800,000 0 778,800,000 110.5

(1) 普 通 税 778,765,000 0 778,765,000 110.5

(2) 目 的 税 35,000 0 35,000 102.9

99,378,000 0 99,378,000 154.3

(1) 特 別法 人事 業譲 与税 94,700,000 0 94,700,000 158.1

(2) 地 方 揮 発 油 譲 与 税 3,494,000 0 3,494,000 99.9

(3) 石 油 ガ ス 譲 与 税 110,000 0 110,000 105.8

(4) 自 動 車 重 量 譲 与 税 644,000 0 644,000 161.4

(5) 森 林 環 境 譲 与 税 188,000 0 188,000 100.0

(6) 航 空 機 燃 料 譲 与 税 242,000 0 242,000 75.9

3,266,000 0 3,266,000 96.3

341,000,000 1,500 341,001,500 104.6

(1) 普 通 交 付 税 336,600,000 0 336,600,000 105.0

(2) 特 別 交 付 税 4,400,000 1,500 4,401,500 85.4

45,600,000 0 45,600,000 29.6

8,080,000 0 8,080,000 163.7

1,469,000 0 1,469,000 100.8

1,000 0 1,000 100.0

1,277,594,000 1,500 1,277,595,500 101.5

4,596,397 0 4,596,397 90.3

20,720,003 0 20,720,003 98.3

255,253,561 14,039,600 269,293,161 57.4

2,235,208 0 2,235,208 96.5

194,045 50,000 244,045 77.8

44,251,977 50,000 44,301,977 50.4

680,656,409 110,900 680,767,309 67.0

97,803,400 0 97,803,400 79.3

2,383,305,000 14,252,000 2,397,557,000 80.4

区　　　分

県 税

地 方 譲 与 税

臨 時 財 政 対 策 債

計今回提案額

合　　　　　計

寄 附 金

繰 入 金

県 債

前年同期
対 比

諸 収 入

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

既定予算額

財 産 収 入

地 方 特 例 交 付 金

計 （一 般 財 源）

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

繰 越 金

国 庫 支 出 金

調 整 債

-4-
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３  部局 別 予 算提 案額 の 内 訳  
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令 和 4 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

54,061 31,000 31,000 0 0 0  大学生等生活応援事業費　  　  　　31,000

33,590,210 5,000 5,000 0 0 0  専修学校生生活応援事業費           5,000

教育企画推進費

私立学校助成費

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

( 総 務 部 )

-5-
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令 和 4 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

179,484 50,000 0 50,000 0 0 ふるさとひょうご寄附基金積立金     50,000

積 立 金

ふ る さ と

ひ ょ う ご

寄 附 基 金

( 財 務 部 )

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

-6-
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令 和 4 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

290,485 54,000 54,000 0 0 0 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業費

54,000

災 害 対 策 費

(危機管理部)

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

-7-
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令 和 4 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

178,000 438,000 438,000 0 0 0 高齢者施設等従事者検査推進事業費

53,747 354,000 354,000 0 0 0 緊急生活福祉資金貸付事業費補助 354,000

320,912 13,000 13,000 0 0 0 ヤングケアラー配食支援事業費

397,038 10,000 10,000 0 0 0

事業費

81,687,157 1,000 1,000 0 0 0

1,000

12,790,889 158,000 158,000 0 0 0

157,098 122,000 120,500 0 0 1,500

住居確保給付金給付事業費 6,000

生活困窮者自立支援金給付事業費 31,000

生活困窮者支援体制整備事業費

子ども食堂緊急支援事業費補助 5,000

13,000

生 活 福 祉 資 金

障害者支援推進費 就労系障害福祉サービス生産活動活性化支援

介 護 保 険 事 業

母 子 父 子 福 祉

対 策 費

４

５

推 進 費

２

20,000施 行 事 務 費

生 活 保 護 法 等

10,000

60,000

子育て世帯生活支援特別給付金支給事務費

ウ イ ル ス 感 染 症

３

貸 付 事 業 費

地 域 福 祉

１

( 福 祉 部 ）

事 項

（単位：千円）

概 要

新 型 コ ロ ナ

今回提案額

438,000

財 源 内 訳

対 策 費

158,000

ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業費

高齢者施設等感染拡大防止対策研修事業費

対 策 費

-8-
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令和４年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

69,894,816 1,234,000 1,123,100 110,900 0 0

29,741 103,000 103,000 0 0 0 生活衛生事業者燃油価格高騰対策一時支援金

生活衛生事業者相談支援事業費

(保健医療部） （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

生活衛生指導費 １

100,000

２ 3,000

新 型 コ ロ ナ １ 自宅療養者等フォローアップ体制強化事業費

ウイルス感染症 139,000

２ 大学等団体接種促進事業費補助 50,000

３ ワクチン接種体制推進事業費 1,045,000

対 策 費

-9-
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令和４年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

487,343 50,000 0 50,000 0 0 　ひょうごウクライナ避難民生活支援事業費補助

50,000

65,194 9,632,000 9,632,000 0 0 0 　中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金

2,122,094 111,000 111,000 0 0 0 １　中小企業新事業展開応援事業費補助 106,000

２　中小企業サイバーセキュリティ対策ＰＲ　

　事業費　 5,000

海外協力推進費

(産業労働部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

中 小 企 業 振 興

対 策 費 9,632,000

産業振興推進費

概 要

-10-
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令和４年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

837,876 267,000 267,000 0 0 0 　省エネ型農業転換支援事業費 267,000

32,333 48,000 48,000 0 0 0 施設園芸燃油価格高騰対策事業費 15,000

県産小麦産地生産性向上事業費 33,000

325,897 38,000 38,000 0 0 0 　ひょうごの酒輸出促進県産農産物拡大応援事業費 38,000

9,019 16,000 16,000 0 0 0 農業経営収入保険加入推進事業費 16,000

1,542 801,000 801,000 0 0 0 飼料価格高騰対策事業費 801,000

22,942,840 172,000 172,000 0 0 0 県産木材価格高騰対策事業費 69,000

木質バイオマス安定調達支援事業費

103,000

126,150 75,000 75,000 0 0 0 漁業資材価格高騰対策事業費 75,000水 産 業 振 興

対 策 費

林産流通指導費 １

２

農 業 共 済 団 体

事 業 推 進 費

畜 産 環 境

飼 料 対 策 費

対 策 事 業 費

水田営農活性化

(農林水産部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

主 要 農 作 物

生 産 ・ 供 給

１

２

対 策 費

農 村 青 少 年

活 動 促 進 費

-11-
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令和４年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

549,297 5,000 5,000 0 0 0 　再エネ発掘プロジェクト事業費 5,000

( 環 境 部 ) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

温 暖 化 対 策 費

-12-
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令和４年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

1,245,698 458,000 458,000 0 0 0 地域公共交通新型コロナウイルス対応型運行

支援事業費補助 105,000

タクシー事業者感染防止対策支援事業費補助

3,000

公共交通等事業者燃油価格高騰対策一時支援金

350,000

( 土 木 部 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

１

今回提案額

運輸事業促進費

２

３

-13-
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令 和 4 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

237,246 6,000 6,000 0 0 0体 育 推 進 費 学校給食費等負担軽減事業費補助    6,000

                                  

(教育委員会)

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

-14-
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総   務   関   係 

 

第64号議案 職員の子育て支援に関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 子育てと仕事の両立を支援するため、会計年度任用職員その他の非常勤職員（以下「会計年

度任用職員等」という。）の育児休業の取得要件を緩和する。 

  (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「育休法」という。）の一部改正により、職員が

同一の子について育児休業をすることができる回数が原則１回から原則２回とされることに伴

い、規定の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 会計年度任用職員等の養育する子の出生後57日以内の育児休業は、当該子の出生後57日と６

月を経過する日（現行：子の１歳６箇月到達日）までに、当該会計年度任用職員等の任期が満

了すること及び職員に引き続き採用されないことが明らかでないときにすることができるもの

とする（第２条の２関係）。 

現  行 改 正 案 

 子が１歳６箇月到達日までに、その任期が

満了すること及び引き続き採用されないこと

が明らかでないこと。 

 子の出生後57日と６月を経過する日まで

に、その任期が満了すること及び引き続き採

用されないことが明らかでないこと。 

 

  (2) 会計年度任用職員等の養育する子の１歳到達日から１歳６箇月到達日までの育児休業 

    会計年度任用職員等は、当該会計年度任用職員等の配偶者が当該子の１歳到達日後に育休法

その他の法律の規定による育児休業（以下「地方等育児休業」という。）をする場合には、当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日をその期間の初日とする育児休業をす

ることができるものとする（第２条の４関係）。 

現  行 改 正 案 

 子が１歳到達日に育児休業をしている場合

であって、１歳到達日の翌日を育児休業の期

間の初日とする育児休業を取得するときに限

る。 

 夫婦交代で育児休業をする場合には、１歳

到達日の翌日以外からの取得が可能。 
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  (3) 会計年度任用職員等の養育する子の１歳６箇月到達日から２歳に達する日までの育児休業 

    会計年度任用職員等は、当該会計年度任用職員等の配偶者が当該子の１歳６箇月到達日後に

地方等育児休業をする場合には、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日

をその期間の初日とする育児休業をすることができるものとする（第２条の５関係）。 

現  行 改 正 案 

 子が１歳６箇月到達日に育児休業をしてい

る場合であって、１歳６箇月到達日の翌日を

育児休業の期間の初日とする育児休業を取得

するときに限る。 

 夫婦交代で育児休業をする場合には、１歳

６箇月到達日の翌日以外からの取得が可能。 

 

 

 

  (4) その他規定の整備を行う（第２条の４、第２条の５、改正前及び改正後の第３条、改正後の

第４条及び第12条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日 
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第65号議案 兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自

動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由  

   公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院（小選挙区選出）議員及び参議院議員の選挙にお

ける選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことを踏ま

え、兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビ

ラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるため、この条例

を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 選挙運動用自動車の使用の公営に要する経費に係る限度額のうち、自動車の借入れ及び燃料

の供給に関する契約である場合の限度額を次のとおりとする（第４条関係）。 

契 約 方 式 現   行 改 正 案 

一般運送契約以外の契約 

 

自動車の借入れ契約 15,800 円／日 16,100 円／日 

燃料の供給に関する契約 7,560 円／日 7,700 円／日 

 

  (2) 選挙運動用ビラの作成の公営に要する経費に係る限度額を次のとおりとする（第９条関係）。 

ビラの作成枚数 現行（１枚当たり） 改正案（１枚当たり） 

50,000枚以下の場合 7.51円 7.73円 

50,000枚超の場合 

（n＝ビラ作成枚数） 

375,500円＋5.02円×(n-50,000) 

n 

386,500円＋5.18円×(n-50,000) 

n 

 

  (3) 選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を次のとおりとする（第13条関

係）。 

ポスター掲示場数 現行（１枚当たり） 改正案（１枚当たり） 

500以下の場合 

（n＝ポスター掲示場数） 

525.06円×n＋310,500円 

n 

541.31円×n＋316,250円 

n 

500超の場合 

（n＝ポスター掲示場数） 

27.50円×(n-500)＋573,030円 

n 

28.35円×(n-500)＋586,905円 

n 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    公布の日 

  (2) 経過措置  

    ２(1)から(3)までは、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日ま

でにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 
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産  業  労  働  関  係 

 

第70号議案 兵庫県立但馬ドーム修繕工事請負契約の締結 

 

  兵庫県立但馬ドーム修繕工事に係る請負契約を次のとおり締結しようとする。 

 

 １ 工事名 

   兵庫県立但馬ドーム修繕工事 

 ２ 契約金額 

   735,560,100円  

 ３ 契約の相手方 

   神戸市兵庫区和田崎町
わださきちょう

１丁目１番１号 
   三菱重工機械システム株式会社 

    代表取締役 池田
い け だ

 直
なお

昭
あき

 
 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    兵庫県立但馬ドーム（豊岡市日高町名色） 

  (2) 工事内容 

    金属壁・金属屋根等の施設躯体に係る修繕 

  (3) 工期 

    令和５年３月 31日限り 

 ５ 契約の状況 

  (1) 契約の方法 

    随意契約 

  (2) 随意契約の理由 

    三菱重工機械システム株式会社は、平成10年９月に竣工した本施設の建築工事を請け負って

おり、開閉式屋根を備えるなど特殊な構造を持つ建築物である本施設の修繕工事を行うことが

可能な者は、施行者である同者のみであること。 
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農  政  環  境  関  係 

 

第66号議案 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   家畜伝染病予防法に基づく豚熱予防注射について、家畜防疫員による注射に加えて知事が認定

した獣医師（以下「知事認定獣医師」という。）による注射を実施することに伴い、同法に関する

手数料について所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

   家畜伝染予防法に関する手数料（別表第４関係） 

   知事認定獣医師による豚熱予防注射に係る手数料を新設し、その額を１頭につき70円とする。 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 
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建   設   関   係 

 

第66号議案 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由  

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅建築等計画の認定制

度に加えて長期優良住宅維持保全計画の認定制度が創設されることに伴い、同法に関する手数料

について所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する手数料（別表第４関係） 

  (1) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の名称を長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

に改める。 

    長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る手数料を新設（増改築の場合と同額） 

  (2) 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の名称を長期優良住宅建築等計画等変更認定申

請手数料に改める。 

    長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請に係る手数料を新設（増改築の場合と同額） 

  (3) その他規定の整備を行う。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年10月１日 
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第67号議案 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 配偶者又は生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力（以下「配偶者等か

らの暴力」という。）を受けた被害者の居住の安定を図り、その自立を支援するため、県営住宅

の入居に係る収入の要件の緩和の対象となる者の範囲を拡大する。 

  (2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正により、現に同居し、又は

同居しようとする親族がある者のほか、委託されている児童（児童福祉法の規定により里親で

ある入居者又は同居者に委託されている児童をいう。以下同じ。）がある者についても特定優良

賃貸住宅の入居の要件を満たすこととされたことを踏まえ、県営住宅において委託されている

児童と同居することができるよう所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 配偶者等からの暴力を受けた者で、次に掲げる者の普通県営住宅の入居に係る収入の上限額

を214,000円（現行：158,000円）とする（第７条関係）。 

   ア 母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者 

   イ 婦人相談所又は配偶者暴力相談支援センターによる配偶者等からの暴力を受けている旨の

証明を受けている者 

   ウ 配偶者暴力相談支援センター、福祉に関する事務所その他知事が別に定める行政機関又は

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体による配偶

者等からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている者 

  (2) 現に同居し、又は同居をしようとする者がある場合は、これらの者が親族又は委託されてい

る児童（現行：親族）であることを普通県営住宅の入居の要件とする（第７条関係）。 

  (3) 次に掲げる者の普通県営住宅の入居に係る収入の上限額を214,000円とする（第７条関係）。 

   ア 配偶者のない者であり、かつ、同居者に扶養親族である20歳未満の子（委託されている児

童を含む。）（現行：20歳未満の子）がある者 

   イ 同居者に扶養親族である18歳未満の子（委託されている児童を含む。）（現行：18歳未満の

子）が３人以上ある者 

  (4) 現に同居し、又は同居しようとする親族又は委託されている児童（現行：親族）がある者で

あることを、特別賃貸県営住宅の入居の要件とする（第９条関係）。 

  (5) その他規定の整備を行う（第２条、第14条及び第35条関係）。 
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 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年７月１日 

  (2) 経過措置 

    ２に伴う必要な経過措置を定める。 
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第68号議案 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 住民基本台帳法において、知事は、住民基本台帳法別表第１から別表第６までの総務省令で

定める事務を定める省令（以下「省令」という。）に定める事務（以下「法定利用事務」という。）

のほか、条例で定める事務（以下「独自利用事務」という。）について、本人確認情報を利用す

ることができるとされており、本県においては、本人確認情報の提供、利用及び保護に関する

条例に独自利用事務を定めている。 

  (2) このたび、省令の一部改正により、独自利用事務の一部が法定利用事務に追加されたことに

伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   独自利用事務から、兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例による事務であって次に掲げる

ものを削除する（別表第２関係）。 

  (1) 普通県営住宅（公営住宅法に規定する公営住宅に該当するものに限る。）及び改良県営住宅の

家賃、敷金、共益費又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

  (2) 特別賃貸県営住宅の家賃又は敷金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 
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第71号議案 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区宗佐
そ う さ

第４高架橋上部

工事請負契約の締結 

 

  主要地方道加古川小野線東播磨道北工区宗佐
そ う さ

第４高架橋上部工事に係る請負契約を次のとおり締

結しようとする。 

 

 １ 工事名 

   主要地方道加古川小野線東播磨道北工区宗佐
そ う さ

第４高架橋上部工事 

 ２ 契約金額 

   537,790,000円  

 ３ 契約の相手方 

   神戸市中央区海岸通３番 

   川田
か わ だ

建設株式会社神戸営業所 

    所長 竹之熊
たけのくま

 邦志
く に し

 

 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    加古川市八幡町
やはたちょう

宗佐
そ う さ

 

  (2) 工事内容 

    コンクリート橋 

    橋 長
きょうちょう

 L=141.75m 幅員
ふくいん

 W=7.0(12.65)m 

  (3) 工期 

    令和６年１月31日限り 

 ５ 入札の状況 

  (1) 入札方式 

    公募型一般競争入札（総合評価落札方式） 

    ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 

  (2) 入札参加者数 

    ６者（ほか辞退等１者） 

  (3) 最低入札金額 

    537,790,000円  

  (4) 最高入札金額 

    578,600,000円  
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第72号議案 主要地方道豊岡竹野
た け の

線城崎
き の さ き

大橋橋梁下部工工事請負契約の締結 

 

  主要地方道豊岡竹野
た け の

線城崎
きのさき

大橋橋梁下部工工事に係る請負契約を次のとおり締結しようとする。 

 

 １ 工事名 

   主要地方道豊岡竹野
た け の

線城崎
きのさき

大橋橋梁下部工工事 

 ２ 契約金額 

   1,325,500,000円  

 ３ 契約の相手方 

   豊岡市 寿 町
ことぶきちょう

11番35号 

   川嶋
かわしま

・中川
なかがわ

特別共同企業体 

   （代表者） 

    株式会社川嶋
かわしま

建設 

     代表取締役社長 川嶋
かわしま

 実
みのる

 

   （構成員） 

    株式会社中川
なかがわ

工務店 

     代表取締役 中川
なかがわ

 和久
かずひさ

 

 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    豊岡市城崎町
きのさきちょう

楽々浦
さ さ う ら

 

  (2) 工事内容 

    Ｐ２橋脚工 １基 Ｐ４橋脚工 １基 

  (3) 工期 

    令和５年 11月 30 日限り 

 ５ 入札の状況 

  (1) 入札方式 

    公募型一般競争入札（総合評価落札方式） 

    ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 

  (2) 入札参加者数 

    ３者 

  (3) 最低入札金額 

    1,325,500,000円  

  (4) 最高入札金額 

    1,327,700,000円  
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諮問第１号 県営住宅入居許可処分に対する審査請求に関する諮問 

 

  兵庫県知事が行った県営住宅入居許可処分について審査請求があったので、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第244条の４第２項の規定に基づき、諮問する。 

 

 １ 審査請求人 

   県営住宅名義人 

 

 ２ 処分庁 

   兵庫県知事 

 

 ３ 審査請求日 

   令和３年２月９日 

 

 ４ 審査請求の趣旨 

   審査請求人は、処分庁が、兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和35年兵庫県条例第23

号。以下「条例」という。）第17条第１項の規定により行った入居許可処分の取消しを求める。 

 

 ５ 審査請求の理由 

  (1) 審査請求人は、令和２年７月28日、指定管理者に対し入居申込書を提出することにより、処分

庁に対し、県営住宅（以下「本件住宅」という。）の入居の申込みを行った。 

  (2) 処分庁は、令和２年11月10日付けで、条例第11条第２項の規定に基づき、審査請求人を本件住

宅の入居者として決定し、条例第17条第１項の規定に基づき、審査請求人に対し、県営住宅入居

許可書を交付した。 

  (3) 今回の入居許可処分は、共益費の徴収が含まれているが、経済上の理由で共益費の支払いは負

担となっている等のため、共益費の徴収が含まれた入居許可処分は撤回すべきである。 

 

 ６ 審査請求に対する審査庁の見解 

   本件入居許可処分は、公営住宅法、条例及び兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

に基づき適切に行われており、次のとおり違法又は不当な点はないと考える。 

  (1) 処分庁は、審査請求人からの本件住宅の入居の申込みに対し、審査請求人が入居者資格を有し

ているかどうかを適正に審査し、本件住宅の入居者資格を有することを確認したため、本件住宅

の入居者として決定し、本件処分を行ったものであり、本件入居許可処分は適正かつ正当なもの

であって、取り消すべき理由はない。 
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  (2) 事業主体の行為のうち、入居者の決定は、事業主体の長が、入居の申込みをした者のうち選考

基準に従い選考された者が入居者資格を有することを確認し、入居者と決定することであって、

行政処分である。 

    これに対し、共益費とは、公営住宅の入居者の共通の利益を図るために要する費用をいい、公

営住宅の共用部分である廊下、階段等の照明灯やエレベータ稼働のための電気代などがある。共

益費は、入居に付随するものではあるが、本件住宅では、これらの費用は入居者の負担とされ、

入居者共通の便益の用に供するものとして、入居者を構成員とする自治会が入居者から徴収する

ものであって、共益費の決定は行政処分ではない。 

    したがって、共益費に関する審査請求人の主張は、行政処分である入居者の決定に関するもの

ではなく、本件入居許可処分を取り消すべき理由とは認められない。 
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警   察   関   係 

 

第69号議案 水難事故等の防止に関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 県では、遊泳者その他の海域等利用者の安全を確保するため、水難事故等の防止に関する条

例（以下「水難事故等防止条例」という。）によりプレジャーボートの操船に係る危険行為を禁

止する等しているが、県下の海域において、水上オートバイによる海域等利用者に対する危険

行為や酒気を帯びた状態で操船する水上オートバイによる死亡事故が発生するなど、依然とし

てスポーツ又はレクリエーションに伴う水難事故等により海域等利用者の安全が脅かされてい

る。 

  (2) (1)の現状に鑑み、海域等におけるスポーツ又はレクリエーションに伴う水難事故等を防止し、

海域等利用者の安全の確保をより一層推進するため、プレジャーボートの操船に係る危険行為

の規制の範囲を拡大し、当該行為に対する罰則を強化するとともに、酒気を帯びた状態で推進

機関を用いて推進させる方法によりプレジャーボートを操船する行為を禁止し、当該行為に対

する罰則を設ける等の所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 定義（第２条関係） 

   ア 動力船とは、推進機関を有するプレジャーボートをいうものとする。 

   イ 動力船の操船とは、推進機関を用いて推進させる方法により動力船を操船することをいう

ものとする。 

  (2) プレジャーボート操船者は、海域等利用者の付近においてみだりにプレジャーボートを疾走

させ、急転回させ、縫航させる等により、海域等利用者に対して危険を覚えさせるような行為

をしてはならないものとする（第15条関係）。 

  (3) 酒気帯び操船等の禁止（改正後の第16条関係） 

   ア 何人も、海域等において、酒気を帯びた状態で動力船の操船をしてはならないものとする。 

   イ 何人も、アのほか、海域等において、薬物の影響その他の理由により正常な操船ができな

いおそれがある状態で動力船の操船をしてはならないものとする。 

   ウ 何人も、ア及びイのほか、海域等において、アルコールの影響その他の理由により正常な

操船ができないおそれがある状態でプレジャーボートの操船をしてはならないものとする。 

  (4) 危険防止の措置（改正後の第17条関係） 

   ア 警察官は、動力船に乗船し、又は乗船しようとしている者が、(3)アに違反して動力船の操

船をするおそれがあると認められるときは、その者が身体に保有しているアルコールの程度
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について調査するため、公安委員会規則で定めるところにより、その者の呼気の検査をする

ことができるものとする。 

   イ 警察官は、プレジャーボート操船者が(3)に違反してプレジャーボートの操船をするおそれ

があるときは、その者が正常な操船ができる状態になるまでプレジャーボートの操船をして

はならない旨を指示する等、海域等における危険を防止するため必要な応急の措置を講ずる

ことができるものとする。 

  (5) 罰則（改正後の第25条並びに第26条、第28条及び第29条関係） 

   ア 次のいずれかに該当する者は、３月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとする

（改正後の第25条関係）。 

    (ｱ) (2)に違反した者（動力船の操船により(2)の行為をした者に限る。） 

    (ｲ) (3)アに違反して動力船の操船をした者で、その操船をした場合においてアルコールの  

     影響により正常な操船ができないおそれがある状態にあったもの 

    (ｳ) (3)イに違反した者（薬物の影響により正常な操船ができないおそれがある状態で動力  

     船の操船をした者に限る。） 

   イ (3)アに違反して動力船の操船をした者で、その操船をした場合において身体に公安委員会

規則で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、３月以下の懲役又は30

万円以下の罰金に処するものとする。 

   ウ (2)に違反した者（ア(ｱ)に該当する者を除く。）は、50万円以下の罰金に処するものとする。 

   エ (4)アの警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、20万円以下の罰金に処するものとする。 

  (6) 海域等レジャー事業者が海域等レジャー事業を行う場所の見やすい箇所に掲示し、プレジャ

ーボート利用者に遵守するよう指導しなければならない事項に、(3)を追加する（第13条関係）。 

  (7) プレジャーボート提供事業者がプレジャーボートを利用させてはならない場合に、動力船を

操船しようとする者が酒気を帯びた状態にあると認められる場合を追加する（第13条関係）。 

  (8) 水難事故等発生時の通報等 

   ア 海水浴場開設者は、当該海水浴場において水難事故等が発生したことを知ったときは、直

ちに警察官又は海上保安官（以下「警察官等」という。）に通報しなければならないものとす

る（第６条関係）。 

   イ 海域等レジャー事業者は、プレジャーボート利用者に対し、水難事故等を起こしたときは、

警察官等（当該水難事故等が海域及び海浜以外の海域等におけるものである場合は、警察官。

ウ及びエにおいて同じ。）に通報するよう指導しなければならないものとする（第13条関係）。 

   ウ 海域等レジャー事業者等は、プレジャーボートに係る水難事故等が発生したことを知った

ときは、直ちに警察官等に通報しなければならないものとする（第13条関係）。 

   エ プレジャーボート操船者は、プレジャーボートに係る水難事故等を起こしたときは、速や

かに警察官等に通報しなければならないものとする（第14条関係）。 
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  (9) 水難事故等の防止に関し、水難事故等防止条例の規定と同等以上の内容を規定する条例を制

定している公安委員会規則で定める市町の区域における水難事故等防止条例の規定の適用につ

いては、公安委員会規則で定めるものとする（改正後の第22条関係）。 

  (10) その他規定の整備を行う（第８条、第９条及び第14条、改正後の第18条から第21条まで、第

23条及び第24条並びに第27条、第30条及び第31条関係）。 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年７月１日 

  (2) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正 

   ア ２(2)に伴い、何人も、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟又はヨットをみ

だりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートそ

の他の小舟に乗っている者に対して危険を覚えさせるような行為をしてはならない旨の規定

を削除する（第８条関係）。 

   イ アに伴う規定の整備を行う（第19条及び第20条関係）。 

  (3) 罰則に関する経過措置 

    この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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質  疑 ・ 質  問  順  
 

（ 第 ３ ５ ８ 回 定 例 会 ） 
        
        順  序  
月  日  区  分  

 
１  

 

 
２  

 
３  

 
４  

         
５  

第 １ 日 

６ 月 ６ 日 

（月） 

代 表 質 問 

 
 
 

（自 民 党）  
 

 

 
 
 

（自 民 兵 庫）  
 
 

 
 

 
（ ひ ょ う ご 県 民 連 合 ） 

 

 
 
 

（公明党・県民会議） 
 

 
 
 
 

第 ２ 日 

６ 月 ７ 日 

（火） 

一 般 質 問 

 
 
 

（自 民 党）  
 
 
 

 
 
 

（自 民 兵 庫）  
 

 
 
 

（ ひ ょ う ご 県 民 連 合 ） 
 

 
 
 

（公明党・県民会議） 
 

 
 
 

（共 産 党）  
 

※ 一般質問については試案 



議会運営委員会委員等会派別推薦者名簿 

 
                            令和４年５月２５日 

会 派 名 委 員 数 議  員  氏  名 

 

 

自 由 民 主 党 

（人） 

 

５ 

吉  岡  た け し 

谷  口  俊  介 

藤  本  百  男 

北  口  寛  人 

伊  藤     傑 

自 民 党 兵 庫 ３ 

石  井  秀  武 

山  口  晋  平 

内  藤  兵  衛 

ひ ょ う ご 

県 民 連 合 
２ 

黒  田  一  美 

上  野  英  一 

公 明 党・ 

県 民 会 議 
２ 

島  山  清  史 

伊  藤  勝  正 

           計 １２ 人 

 委 員 外 議 員 

維 新 の 会 
（人） 

１ 高  橋  みつひろ 

日 本 共 産 党 
 

１ ね り き  恵  子 

 



常 任 委 員 会 委 員 会 派 別 名 簿 （予定）            （令和４年６月） 
区  分 総 務 

（１３） 
健 康 福 祉 

（１３） 
産 業 労 働 

（１２） 
農 政 環 境 

（１２） 
建     設 

（１２） 
文     教 

（１２） 
警     察 

（１２） 

自由民主党 

◎福 島 茂 利 
松 井 重 樹 
藤 田 孝 夫 
山 本 敏 信 
藤 原 昭 一 

大 谷 かんすけ 
北 口 寛 人 
伊 藤    傑 
原   吉 三 

○富 山 恵 二 
大 豊 康 臣 
関 口 正 人 
村 岡 真夕子 

◎門 間 雄 司 
春 名 哲 夫 
浜 田 知 昭 
谷 口 俊 介 
黒 川     治 

○長 瀬 たけし 
藤 本 百 男 
北 川 泰 寿 
永 田 秀 一 

原 テツアキ 
かわべ 宣 宏 
長 岡 壯 壽 
岡  つよし 

○松 本 裕 一 

 吉 岡 たけし 
 水 田 裕一郎 
 大 前 はるよ 
小 西 隆 紀 

自民党兵庫 
石 井 秀 武 
北 浜 みどり 

◎戸井田  ゆうすけ 
山 口 晋 平 

北 野   実 
内 藤 兵 衛 

中 野 郁 吾 
○風 早 ひさお 

◎奥 谷 謙 一 

中 田 慎 也 

○橘  秀太郎 
松 本 隆 弘 

 五 島 壮一郎 

石 川 憲 幸 

ひょうご 
県民連合 

○北 上 あきひと 
石 井 健一郎 

竹 内 英 明 
上 野 英 一 

栗 山 雅 史 
黒 田 一 美 

中 田 英 一 
迎 山 志 保 

相 崎 佐和子 
向 山 好 一 

◎前 田 ともき 
小 池 ひろのり 

木 戸 さだかず 

公明党・ 
県民会議 

伊 藤 勝 正 
松 田 一 成 

○小 泉 弘 喜 
しの木 和 良 

◎越 田 浩 矢 
岸 本 かずなお 

坪 井 謙 治 
 

あしだ 賀津美 天 野 文 夫 
竹 尾 ともえ 

谷 井 いさお 
◎島 山 清 史 

維新の会 高 橋 みつひろ 門   隆 志 徳 安 淳 子  岸 口 みのる 齊 藤 真 大  

日本共産党 庄 本 えつこ き だ     結 いそみ 恵 子  入 江 次 郎 ねりき 恵 子  

無 所 属  丸 尾     牧     中 島 かおり 

（注１）◎委員長  ○副委員長 

（注２）建設、警察常任委員会は欠員１名、農政環境常任委員会は欠員２名 
 



議　　　席　　　表
R4.6.1～

68 69 70 71 72 73 74 75 76
67 77

66 上
　
野
　
英
　
一

伊
　
藤
　
勝
　
正

岸
本
　
か
ず
な
お

松
　
田
　
一
　
成

村
　
岡
　
真
夕
子

北
　
口
　
寛
　
人

岡
　
　
　
つ
よ
し

伊
　
藤
　
　
　
傑

山
　
本
　
敏
　
信

78
65 黒

　
田
　
一
　
美

藤
　
原
　
昭
　
一

79

81
64 向

　
山
　
好
　
一

永
　
田
　
秀
　
一

80
高
橋
　
み
つ
ひ
ろ

原
　
　
　
吉
　
三

56 55 54

ね
り
き
　
恵
　
子

山
　
口
　
晋
　
平

82
内
　
藤
　
兵
　
衛

石
　
川
　
憲
　
幸

58 57 53 52 51 50
59 49長

　
岡
　
壯
　
壽

黒
　
川
　
　
　
治

か
わ
べ
　
宣
　
宏

藤
　
本
　
百
　
男

60 北
上
　
あ
き
ひ
と

竹
　
尾
　
と
も
え

島
　
山
　
清
　
史

越
　
田
　
浩
　
矢

北
　
川
　
泰
　
寿

48
61 小

池
　
ひ
ろ
の
り

谷
　
口
　
俊
　
介

47
62 石

　
井
　
健
一
郎

原
　
　
テ
ツ
ア
キ38 39

46
63 齊

　
藤
　
真
　
大

藤
　
田
　
孝
　
夫

45
丸
　
尾
　
　
　
牧

五
　
島
　
壮
一
郎

36 37

い
そ
み
　
恵
　
子

風
　
早
　
ひ
さ
お

31 32 33 34 35

30 40
29 竹

　
内
　
英
　
明

谷
　
井
　
い
さ
お

あ
し
だ
　
賀
津
美

し
の
木
　
和
　
良

水
　
田
　
裕
一
郎

春
　
名
　
哲
　
夫

浜
　
田
　
知
　
昭

42
27 迎

　
山
　
志
　
保

北
　
野
　
　
　
実

43
徳
　
安
　
淳
　
子

松
　
本
　
隆
　
弘

前
　
田
　
と
も
き

小
　
泉
　
弘
　
喜

北
　
浜
　
み
ど
り

15
24 14

25

大
　
前
　
は
る
よ

小
　
西
　
隆
　
紀

41
28

17 16

44
き
　
だ
　
　
　
結

石
　
井
　
秀
　
武

栗
　
山
　
雅
　
史

大
谷
　
か
ん
す
け

関
　
口
　
正
　
人

大
　
豊
　
康
　
臣

23 22 21 20 19 18

松
　
井
　
重
　
樹

13
26 中

　
田
　
英
　
一

福
　
島
　
茂
　
利

12

天
　
野
　
文
　
夫

坪
　
井
　
謙
　
治

門
　
間
　
雄
　
司

吉
　
岡
　
た
け
し

岸
　
口
　
み
の
る

中
　
田
　
慎
　
也

11
28 庄

　
本
　
え
つ
こ

中
　
野
　
郁
　
吾

相
　
崎
　
佐
和
子

演壇

局長

9

奥
　
谷
　
謙
　
一

徳
　
安
　
淳
　
子

5 6
4

松
　
本
　
裕
　
一

8
2 木

戸
　
さ
だ
か
ず

長
　
瀬
　
た
け
し

3
7

1 門
　
　
　
隆
　
志

富
　
山
　
恵
　
二

10
中
　
島
　
か
お
り

戸
井
田
ゆ
う
す
け

入
　
江
　
次
　
郎

橘
　
　
　
秀
太
郎

演壇

議　長



                                                                                                       

1 
 

令和４年５月 25 日  

各会派代表者会議  

 

新型コロナウイルス感染症にかかる本会議等の対応について（案） 

１ 本会議 

 対    応  

１．議員の 

出 席 

○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者（議

員、当局） 

への要請 

○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３. 議   場 ○空調運転をした上で、議場扉を適時開放し、換気を実施 

○前面にアクリル板を設置した場所（議長席、演壇、質問者席）では 

マスクを外しての発言を可とする 

○演壇、質問者席に「消毒用ウェットティッシュ」を備え置き 

○演壇、質問者席の机上面を発言者入れ替え時に消毒 

※ 一議員の質問時間（当局答弁）の途中には行わない。 

４．議  席 ○通常どおり（議席間のアクリル板設置） 

５．質疑、質問 ○質問通告後の質問者変更は、次の取扱いとする 

［代表質問］議運に諮り認めるが、質問通告書の質問内容の変更は認めない 

［一般質問］質問者変更を認めず、取り止め 

６. 討論・表決 ○通常どおり 

７. 傍   聴 ○３密を避けるため定員の約 1/2（100 席程度）に制限   

但し、車いす傍聴席は席間にアクリル板を設置し、通常の４席を確保 

○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○既定の住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

８．ネット中継・ 

手話通訳 
○通常どおり 

  

２ 常任委員会等                   

 対    応   

１．議員の出席 ○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者（委

員、当局）

への要請 

○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３．会場設営 ○空調運転をした上で、扉・窓を適時開け、換気を実施 

○委員長席前面にアクリル板を設置し、委員長はマスクを外しての発言 

（議事進行）を可とする 
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○第１～７委員会室、大会議室、中会議室とも、委員長席、委員席間及び 

自席で立って発言する際の知事の前面にアクリル板を設置。 

○当局側の最前列等、出席者の発言機会が多い場所は机１台に１脚の配席

とするなど対人距離の確保に配慮 

４. 傍   聴 ○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○３密を避けるため一般傍聴人を５名までを目安とし、５名を超える場合

は、団体での傍聴については、その団体の代表者のみとすることをお願

いする。 

〇住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

５. 議案付託 

 

 

○委員会の定足数（委員定数の半数以上）を欠く場合、議案を議了する 

 ために次の取扱いとする 

[委員会付託前] 付託を省略 

[委員会付託後] 本会議で付託を撤回 

 
３ 予算・決算特別委員会 

     対     応   

１．議員の出席 ○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者への要請 ○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３．会場設営 ○空調運転をした上で、扉・窓を適時開け、換気を実施 

○２人掛けの委員席間（机上）にアクリル板を設置 

○委員長席、質問者席の前面にアクリル板を設置 

○答弁者席の前面 並びに総括審査の際、自席で立って答弁する知事の前に

アクリル板を設置 

※前面にアクリル板がある場合はマスクを外しての発言を可とする 

○特別委員会設置日の会場を特別会議室から大会議室に変更 

○質問者席に「ペットボトル、紙コップ」「消毒用ウェットティッシュ」を備

え置き 

４. 傍   聴 

 

○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○３密を避けるため一般傍聴人を５名までを目安とする 

〇住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

５. 議案付託 

 

○委員会の定足数（委員定数の半数以上）を欠く場合、またはそのおそれ

がある場合は、本会議を開会し、委員の差し替え（委員の辞任及び補充

選任）を行う。 
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４ 感染予防対策の徹底 

(1) 検 温 

自宅での検温もしくは庁舎入口におけるサーモグラフィによる検温 

  (2) 会派控室における対応 

  ① マスクの常時着用、手指のアルコール消毒の徹底 

  ② ３密を回避する取組の徹底 

（換気の実施、対人距離の確保、飲食をしながらの会話を控える 等） 

 
 

 

各会派代表者会議/兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議 

(令和 2年 3 月 16 日) (令和 2年 4 月 8 日)  (令和 2年 5 月 7 日) 

(令和 2年 5 月 22 日) (令和 2年 5 月 29 日) (令和 2年 6 月 17 日) 

(令和 2年 6 月 19 日) (令和 2年 7 月 14 日) (令和 2年 8 月 7 日) 

(令和 2年 9 月 16 日) (令和 2年 11 月 19 日) (令和 3年 1 月 8 日) 

(令和 3年 1 月 13 日)  (令和 3年 2 月 5 日)  (令和 3年 5 月 28 日) 

(令和 3年 9 月 10 日)  (令和 3年 11 月 24 日)  (令和 4年 2月 9日) 

 


